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本
籍

出
生
地

現
住
所

平
成

年一
ハ
ー
ー

一
ハ
ー

五
九八

一
一
一五 元 〃〃

月
一
日

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
）
に
併
任
す
る

法
務
省
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
等
社
会
復
帰
対
策
調
整
担
当
官
を
命
ず
る

早
稲
田
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
松
戸
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

出
生
年
月
日

氏旧

項

氏
名 名

大菫昭
和
三
五
年
三
月
六
日

塲ぱ
司
法
試
験
管
理
委
員
会

法 最
高
裁
判
所

庁
り
ょ
う
た

亮
太
郎
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一
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平
成
九
年

一
ハ 四 〃 四

一
ハ 七 九

月

一
一

九
一 〃

一

一
一
一

一

一

一△

○

一
一 日

標
津
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

釧
路
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

標
津
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

標
津
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

釧
路
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

釧
路
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

釧
路
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

釧
路
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
等
社
会
復
帰
対
策
調
整
担
当
官
を
免
ず
る

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
併
任
す
る

事
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務
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－

七 －
日

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
準
備
室
長
に
充
て
る

充
て
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
推
進
室
長
に

内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
命
ず
る

内

閣

る 内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す

充
て
る

法
務
省

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
準
備
室
長
に

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

解
除
す
る

〃

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
の
併
任
は
終
了
し
た

〃

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

内

閣

る 内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法 務 省
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三
一

一

○ 〃 九
日

法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
施
設
課
長
に
充
て
る

〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
省
矯
正
局
総
務
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省

検
事
一
級
（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

（
職
員
退
職
手
当
規
程
第
二
条
第
三
項
）

〃

退
職
手
当
は
支
給
し
な
い

辞
職
を
承
認
す
る

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
本
部
総
務
部
長
に
併
任
す
る

日
本
司
塗
藥
授
セ
ン
タ
ー

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
本
部
事
務
局
次
長
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
免
ず
る

内

閣

解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
七
条
の
二
第
四
項
）

〃

退
職
手
当
は
支
給
し
な
い

辞
職
を
承
認
す
る

こ
と
を
解
く

法
務
省
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成
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○
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七 一
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一
一 一

日

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

津
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

内
閣
官
房
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
室
長
を
免
ず
る

解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

’
法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
）
に
併
任
す
る

内
閣
官
房
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
室
長
を
命
ず
る

る 内
關
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る 事
項
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最
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察
庁
公
判
部
長
を
免
ず
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法
務
総
合
研
究
所
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

法
務
省

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る
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